
 

 

 

契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会 送付６－１６ 

千代田区議会議員政治倫理条例の制定を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和６年３月１２日 

 

 

陳 情 者   提 出 者   １名 

        署 名 者  ４７名 

                   計   ４８名 



千代田区議会議長

千代田区議会議員政治倫理条例の制定を求める陳情

ス0リ,年 y 月/ユ..、日

秋谷こうき様

陳情者

[陳情趣旨]

千代田区議会議員(当時)と元部長が官製談合防止法違反容疑で逮捕されました。区の公共工事

において、公正性・透明性・競争性が求められる入札をゆがめてきたことは、区民に対する重大な裏切

り行為です。真相解明とともに再発防止策が急がれます。

有効な再発防止策のひとつが政治倫理条例です。区議会でも区議会議員の政治倫理条例の必要

性を繰り返し議論してきたと聞いております。しかし今日まで制定されていません。

政治倫理条例の目的は「議員の政治倫理に関する基本となる事項を定め、その政治倫理の確立を

図り、もって区民に信頼される公正で開かれた議員活動の展開に寄与する」(「『仮称』千代田区議会議

員政治倫理条例に関する決議」2011年10月5日議決)ことです。こうした条例が制定されていたら、

今回のような議員の不当要求を避けられたのではないでしょうか。そう考えると残念でなりません。

区議会議員政治倫理条例を制定できるのは区議会だけです。条例制定を先延ぱしにすることは許

されません。
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[陳情項目]

区議会議員政治倫理条例を制定すること。
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